
平
成
二
十
年
二
月
十
二
日
受
領

答

弁

第

五

〇

号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
五
〇
号

平
成
二
十
年
二
月
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
捕
鯨
活
動
に
対
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
認
識
及
び
我
が
国
の
調
査
捕
鯨
へ
の
妨
害
活

動
に
対
す
る
政
府
の
認
識
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
捕
鯨
活
動
に
対
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
認
識
及
び
我
が
国
の
調
査
捕
鯨
へ
の
妨

害
活
動
に
対
す
る
政
府
の
認
識
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

我
が
国
は
、
調
査
捕
鯨
に
反
対
の
意
を
表
明
し
て
い
る
国
々
に
対
し
て
、
国
際
捕
鯨
委
員
会
の
場
を
始
め
、
種
々
の
機
会

を
と
ら
え
、
我
が
国
が
行
っ
て
い
る
調
査
捕
鯨
は
国
際
捕
鯨
取
締
条
約
（
昭
和
二
十
六
年
条
約
第
二
号
）
に
従
っ
て
公
海
上

で
実
施
す
る
合
法
的
な
活
動
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
科
学
的
情
報
の
収
集
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
き

て
い
る
。

二
に
つ
い
て

す
べ
て
の
国
が
我
が
国
の
調
査
捕
鯨
に
つ
い
て
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
昨
年
の
国
際
捕

鯨
委
員
会
に
お
い
て
、
致
死
的
調
査
を
含
む
調
査
捕
鯨
を
中
断
す
る
よ
う
求
め
る
決
議
に
対
し
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ロ
シ
ア
が

反
対
票
を
投
じ
、
ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ
、
ベ
ナ
ン
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
ミ

ニ
カ
、
ガ
ボ
ン
、
ガ
ン
ビ
ア
、
グ
レ
ナ
ダ
、
ギ
ニ
ア
、
ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
キ
リ
バ
ス
、
韓
国
、
ラ
オ
ス
、

マ
リ
、
マ
ー
シ
ャ
ル
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、
モ
ロ
ッ
コ
、
ナ
ウ
ル
、
パ
ラ
オ
、
セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ネ
ー
ヴ
ィ
ス
、
セ

一



ン
ト
ル
シ
ア
、
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
、
セ
ネ
ガ
ル
及
び
ツ
バ
ル
が
当
該
決
議
へ
の
投
票
に
参
加
し
な
か
っ
た
。

三
に
つ
い
て

我
が
国
は
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
国
々
と
の
間
で
も
、
我
が
国
が
行
っ
て
い
る
調
査
捕
鯨
は
国
際
捕
鯨
取
締
条
約
に
従

っ
て
公
海
上
で
実
施
す
る
合
法
的
な
活
動
で
あ
る
と
し
て
、
国
際
捕
鯨
委
員
会
を
始
め
、
種
々
の
機
会
を
と
ら
え
、
随
時
協

議
を
行
っ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
所
要
の
捜
査
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

調
査
捕
鯨
は
、
鯨
に
関
す
る
正
確
な
年
齢
査
定
や
食
性
な
ど
の
調
査
を
通
じ
、
捕
獲
し
な
い
と
得
ら
れ
な
い
情
報
を
含
む

鯨
資
源
に
関
す
る
科
学
的
知
見
を
収
集
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
捕
鯨
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
感
情
的
な
対
立
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
冷
静
に
科
学
的
議
論
を
行
う
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
我
が
国
の
立
場
へ
の
理
解
を
各
国
に
求
め
て
い
く
考
え
で

二



あ
る
。

三


